
落とし物をしたら

インターネットで検索を！
神奈川県警察では、拾得物件の拾われた月日、

場所、種類などを公表しております。

落とし物、忘れ物について、簡単な操作で検索

することができます。

インターネットで遺失届を！
e-kanagawa電子申請を利用してスマートフォン、

タブレット端末及びインターネットに接続されたパ

ソコンから、いつでも県内の警察署長宛に届出がで

きます。

※ 電子申請により受け付けた遺失届は、夜間、閉庁日（土日、祝日、振替休日及

び年末年始の休日をいう。）には照合等の処理ができません。お急ぎの方は、

落とし物をしたと思われる場所を管轄する警察署、交番又は駐在所に直接届出

をし、落とし物が届いていないか確認してください。

問合せ先：神奈川県警察本部総務部会計課

落とし物専用電話:045(651)1366

https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/otoshimono/mesa1900.html


